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第 24期 第 26回 北広島市農業委員会総会議事録 

 

令和 4年 8月 26日（金）13時 00分、第 26回北広島市農業委員会総会を北広島市役所 5階議場に

招集する。 

 

１  議事日程 

日程第 1  議事録署名委員の指名 

日程第 2  会期の決定 

日程第 3  報告第 1号  現況証明願による専決処分について 

日程第 4  報告第 2号  農地法第 3条の 3の届出による専決処分について 

日程第 5  議案第 1号  現況証明願について 

日程第 6  議案第 2号  北広島市都市計画審議会委員の推薦について 

日程第 7  報告第 3号  現地調査委員の指名について 

日程第 8  その他 諸報告 

 

２ 応招委員  1番 茶木 義行 委員   2番 宮北  輝 委員  3番 佐藤 芳之介 委員 

２ 応招委員  4番 佐々木 珠惠 委員  6番 塚本 能信 委員  7番 三戸  修 委員 

 

３ 農地利用最適化推進委員出席者  阿部 知博 委員  田村 智幸 委員 坂本 勝則 委員 

山田 智美 委員 森越 信幸 委員 

 

４ 欠席委員  5番 安宅 一夫 委員 

 

５ 事務局出席者  事務局長 及川 浩司  事務局次長 山田 孝博  主査 武山 伍織 

主事 伊藤 雄真    主事 上野 礼 

４ 事務局出席者   

 

（開会宣言  13時 00分） 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

茶 木 委 員 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

＜日程第 1：「議事録署名委員の指名」＞ 

日程第 1、「議事録署名委員の指名」を行います。本日の署名委員として総会規則第 13条

の規定により 1番 茶木委員、2番 宮北委員、以上 2名を指名いたします。 

 

＜日程第 2：「会期の決定」＞ 

日程第 2、「会期の決定について」お諮りいたします。本会議の会期は、令和 4年 8月 26

日、本日 1日と決したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。会期は本日 1日と決しました｡ 

 

＜日程第 3：報告第 1号「現況証明願による専決処分について」＞ 

報告第 1号「現況証明願による専決処分について」を議題といたします。事務局から、報

告案件の朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。これより質疑を行います。 

（「質疑なし。」の声） 

 質疑なしと認めます。報告第 1 号は、報告のとおり承認することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第 1号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第 4：報告第 2号「農地法第 3条の 3の届出による専決処分について」＞ 

報告第 2号「農地法第 3条の 3の届出による専決処分について」を議題といたします。事

務局から、事務局から、報告案件の朗読並びに補足説明をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

補足説明いたします。お手元の根拠法令等参考資料をご覧ください。 

農地法第 3 条の 3 の届出について、今までは農地の相続についての届出でございました

が、今回は時効取得によって農地の所有者が変更となったことによる届出でございます。相

続や法人の合併、分割、時効等による権利を取得した際には、農地の所有者及び今後の利用

等を農業委員会で把握し、必要な対応を行うために農地法の第 3条の 3の届出を提出するよ

う「農地法関係事務に係る処理基準について」という通知が発出されているところでありま

す。続きまして、時効取得についてですが、こちらは民法の 162条になりまして、20年間所

有の意思を持って平穏に且つ公然と占有した者は所有権を取得するとなっております。従っ

て、今回の報告においては、相続と同様に農地法の許可を得ずに所有権が移転したという内

容でございます。 

当委員会ではおそらく初めて総会での報告になるかと思われますが、このような事案が今

後も発生することが考えられますので、委員の皆様におかれましてもご対応のほどよろしく

お願いいたします。以上です。 

報告案件の朗読並びに補足説明が終わりました。これより質疑を行います。茶木委員どう

ぞ。 

これからの利用の予定がありましたら、教えてください。 

今後の予定につきましては、特にございません。また、あっせん等の希望はなし、○○○

○○○として何かしらの予定は特になく、農地として利用を考えていることも今のところな

いという回答でございます。かといって、資材置場や駐車場として利用を考えているわけで

もなく、ひとまずは所有権移転をしてそのままにしておきたいという意向を確認しておりま

す。こちらの農地につきましては、農地利用状況調査の中で遊休農地として長年指導し続け

ている農地でございます。今後につきましても、農地利用状況調査の中で指導やはたまた非

農地として判断していかなければいけないと思っておりますので、今年度の農地利用状況調

査の中でご相談させて頂ければと思います。以上です。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

宮 北 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

他に何かございませんか。農用地区域内農地なので、農地以外へ転用することは困難かと

思いますが、周りの農地への影響を最小限にするため農業委員会から指導をしていかなけれ

ばいけないと思います。質疑がないようですので、質疑なしと認めてよろしいですか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。報告第 2 号は、報告のとおり承認することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第 2号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第 5：議案第 1号「現況証明願について」＞ 

議案第 1号「現況証明願について」を議題といたします。事務局から、議案の朗読をお願

いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。この案件につきましては、現地調査委員会による現地調査が

実施されていますので、宮北委員長より調査結果の報告をお願い致します。 

 令和 4年 8月 19日、現況証明願による現地調査を佐藤委員、佐々木委員、私の 3名で実

施しましたので、結果についてご報告いたします。 

番号 1、○○○○○氏願出地、所有者は○○○○○氏でございます。地番は○○○○○○

の 1筆で、場所は、市役所から○○○○○○○○線を○○方面へ 5.8km進み左折し 110m先

左手に位置する土地でございます。現地の状況は、十年以上にわたり耕作されておらず、雑

草が繁茂しており、土地の形状や周囲の状況などから農地への復元が困難と認められますの

で、「非農地」と認定いたしました。 

番号 2、○○○○○氏外 2名願出地でございます。地番は○○○○○の 1筆で、場所は、

市役所から○○○○○○○○線を○○方面へ 5.8km 進み左折し 245m 先右手に位置する土地

でございます。この土地については平成 23 年度に農地利用状況調査により非農地通知書が

発出されていますが、現地の状況は、一部が農地の排水のための側溝として利用されており、

その他は隣接した農地と一体で利用されているため、農地性があると判断し、「農地」と認

定いたしました。以上、現地調査結果報告といたします。 

ご苦労様でした。これより質疑を行います。何か質疑ございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第 1号については、提案のとおり決定することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第 1号については、提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第 6：議案第 2号「北広島市都市計画審議会委員の推薦について」＞ 

議案第 2号「北広島市都市計画審議会委員の推薦について」を議題といたします。事務局

から、議案の朗読をお願いします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。事務局より補足説明を求められておりますので、これを許し

ます。 

補足説明いたします。都市計画審議会は、用途地域の変更や地区計画の決定などの都市計

画に関する事項を調査、審議する機関でございます。北広島市都市計画審議会につきまして

は、10人の委員により構成されております。委員の任期は 2年間となっておりまして、8月

31日に現委員の任期が満了することに伴い、8月 4日付けで北広島市長より農業委員会に対

し委員 1名の推薦依頼がございました。 

佐藤委員におかれましては、平成 30年 9月から 2期 4年間、審議会委員を務められまし

て、北広島市長からは、引き続き現委員を推薦願いたいという内容の依頼がされております。

このことから、引き続き佐藤委員を推薦したいという内容の提案でございます。以上です。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局からの補足説明が終わりました。この案件につきましては、佐藤委員が議事参与の

制限の対象となりますので、退席願います。暫時休憩いたします。 

（佐藤委員の退席） 

それでは休憩を解き再開いたします。質疑ございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第 2号は、提案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第 2号は、提案のとおり決定いたしました。ここで佐藤委員

の除斥を解きます。暫時休憩いたします。 

（佐藤委員の着席） 

それでは休憩を解き再開いたします。議案第 2号は、提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第 7：議案第 3号「現地調査委員の指名について」＞ 

議案第 3号「現地調査委員の指名について」を議題といたします。現地調査委員の指名に

つきましては、現況証明事務処理規程第 5条の規定により、私から指名いたします。5番 安

宅委員、6番 塚本委員、7番 三戸委員、調査補充委員として、1番 茶木委員を指名いた

します。 

 

＜日程第 8：「その他、諸報告について」＞ 

 諸報告を行います。事務局から発言を求められておりますので、これを許します。 

それでは、諸報告を行います。1点目、次回の第 27回農業委員会総会につきましては、令和

4年 9月 29日木曜日、午後 3時 00分から北広島市役所 5階議場で予定をしております。通

常よりも遅い時間となっておりますが、議場の予約の関係で午後 3 時 00 分からとさせて頂

きます。2点目、会長と事務局の動静報告についてでございます。7月・8月につきましては

記載のとおりでございます。9 月 22 日木曜日、令和 4 年度第 6 回常設審議委員会が第二水

産ビルで開催されます。現時点では会長が出席される予定です。29日木曜日は第 27回農業

委員会総会でございます。北広島市議会令和 4年第 3回定例会が令和 4年 9月 6日から令和

4 年 9 月 30 日まででございます。3 点目、次回現地調査委員会の日程についてでございま

す。先ほど指名のあった調査日は 9月 14日水曜日 9時 00分からを予定としておりますが塚

本委員、会長いかがでしょうか。安宅委員には事務局より確認をとりたいと思います。よろ

しくお願いいたします。4点目、農地利用状況調査について事務局より報告がございます。 

農地利用状況調査につきまして、事前にお配りしております 5枚の資料、農地利用状況調

査について、非農地判断の徹底について及び昨年の調査結果をまとめた資料になります。 

平成 21 年の農地法改正により、農業委員会は毎年 1 回、市町村区域内の全農地の利用状

況について「利用状況調査（いわゆる農地パトロール）」を行わなければならないとされま

した。令和 3年度は、遊休農地が 37筆、約 20.4haとなっており、遊休農地の中でも比較的

荒廃の程度が軽い区分を緑区分、荒廃の程度が重い区分を黄色区分として判定をしておりま

す。緑区分が 11筆、約 11ha、黄色区分が 26筆、約 9.4haとなっております。また、非農地

通知を発出したのが 107筆、約 37ha、問題なしについては 1,924.0haです。 

今年度の農地利用状況調査についてですが、9 月の下旬から 10 月の上旬にかけて調査を

実施したいと考えています。昨年度から実施要領が変わり、農地・非農地の判断を調査後直

ちに行う、とされたことから、このような日程とさせていただきたいと思います。調査後は、

事務局の方で精査し、10月の総会にて農地・非農地の決定をしていただき、速やかに利用意

向調査及び非農地通知を発出いたします。 

調査の流れですが、事前に事務局が市内全ての農地の利用状況を調査します。これにつき

ましては事務局と市の農政課が連携して調査を行います。その後、地区担当委員として推進

委員及び農業委員の皆様に現地を見ていただきます。なお、皆様の現地調査日につきまして

は、日程調整のご相談をさせていただきたいと思いますので、お忙しい時期ではございます

が、ご対応のほどよろしくお願いいたします。 
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議 長 

 

最後に、非農地判断の徹底についてという資料をご覧ください。様々な理由から非農地と

判断すべき農地が非農地と判断されていない箇所が多く見られるということで、昨年度国か

ら通知があったものであります。土地が森林・山林化している、農地として復元が難しい、

復元しても利用が見込まれないなどに該当する場合については速やかに非農地と判断する、

という内容になっております。当市は毎年非農地通知を発出しておりますが、遊休農地も存

在しており、また、未利用の状況が長期化している農地もございます。この農地利用状況調

査において現況や今後の利用の見込みなどをご判断いただき、利用等が難しい農地について

は非農地としての判断をご検討いただきますようお願いいたします。以上でございます。 

このことについて、ご質問等ございませんか。毎年やっていることなので、委員の皆さま

よろしくお願いいたします。委員の皆さまから何かございませんか。それでは以上をもちま

して第 26回北広島市農業委員会総会を閉会といたします。ご苦労様でした。 
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（閉会宣言 13 時 30 分） 

 

 

 以上、総会議事を記録し、正確を期するためここに署名する。 

 

 

令和  年  月  日   

 

 

 

    

議 長 
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議事録署名委員 

 

   番 
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議事録署名委員  
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